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(57)【要約】
【課題】本発明は、信号光及び妨害光の光周波数及びパ
ルス幅によらずに妨害光を除去することの可能な光通信
システムの提供を目的とする。
【解決手段】上記課題を解決するために、本発明に係る
光通信システムは、コヒーレント光通信システムを用い
、データ変調手段１２が送信データで変調する１シンボ
ル時間内で、信号光に周期の自然数倍の光位相変化を送
信光位相変化手段１３が同周期同方向に加えて光送信器
１０から送信し、光受信器２０での受信の際に、局部発
振光位相変化手段３１及び積分包絡線検波手段３３から
なる同相検出手段が妨害光の受信出力の１シンボル時間
での平均値を概ねゼロとすることによって、妨害光を除
去することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光送信器から光受信器へ信号光を伝送する光通信システムであって、
　前記光送信器は、
　予め定められた光周波数の連続光を出力する光源と、
　前記光源からの連続光の強度又は光位相を送信データに応じて変調するデータ変調手段
と、
　前記データ変調手段における変調の１シンボル時間の間に、光位相を周期の自然数倍変
化させる送信光位相変化手段と、を備え、
　前記データ変調手段によって変調されかつ前記送信光位相変化手段によって光位相を変
化された信号光を送信し、
　前記光受信器は、
　前記光送信器の送信する信号光と局部発振光を合波した光を検波して電気信号を出力す
る光検波手段と、
　前記光送信器の送信する信号光の出力から、前記送信光位相変化手段の変化させる光位
相と同周期かつ一定の光位相差をもつ光の出力を検出する同相検出手段と、を備え、
　前記光検波手段によって検波されかつ前記同相検出手段によって検出された光を受信す
ることを特徴とする光通信システム。
【請求項２】
　前記同相検出手段は、
　局部発振光の光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定
の光位相差で変化させる局部発振光位相変化手段と、
　前記光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を１シンボル時間積分した
のちに包絡線検波する積分包絡線検波手段と、を備えることを特徴とする請求項１に記載
の光通信システム。
【請求項３】
　前記同相検出手段は、
　前記光送信器からの信号光の光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と
時間に対する位相変化を反転した位相で変化させる受信光位相変化手段と、
　前記光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を１シンボル時間積分した
のちに包絡線検波する積分包絡線検波手段と、を備えることを特徴とする請求項１に記載
の光通信システム。
【請求項４】
　前記同相検出手段は、
　前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の位相差で位相の変化す
る電気信号を発生させる検波信号発生手段と、
　前記光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を、前記検波信号発生手段
からの電気信号で同期検波する同期検波手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の光通信システム。
【請求項５】
　前記局部発振光位相変化手段は、
　局部発振光が入力され、入力された局部発振光の光位相を、前記送信光位相変化手段の
変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差で変化させる外部光位相変調器を備えるこ
とを特徴とする請求項２に記載の光通信システム。
【請求項６】
　前記局部発振光位相変化手段は、
　局部発振光を直接強度変調によって発生する直接変調レーザであり、
　当該直接変調レーザの直接強度変調に伴って発生する光位相変化を用いて、前記局部発
振光の光位相を変化させることを特徴とする請求項２に記載の光通信システム。
【請求項７】
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　前記受信光位相変化手段は、
　前記光送信器からの信号光が入力され、入力された信号光の光位相を、前記送信光位相
変化手段の変化させる光位相と時間に対する位相変化を反転した位相で変化させる外部光
位相変調器を備えることを特徴とする請求項３に記載の光通信システム。
【請求項８】
　前記送信光位相変化手段は、前記光源又は前記データ変調手段からの光が入力され、入
力された光の光位相を周期の自然数倍変化させる外部光位相変調器であることを特徴とす
る請求項１から７のいずれかに記載の光通信システム。
【請求項９】
　前記データ変調手段と前記送信光位相変化手段は一体化され、
　当該一体化された手段は、前記光源からの連続光を強度変調し、強度変調の１シンボル
時間の間に、強度変調する際に発生する光位相変化を用いて光位相を周期の自然数倍変化
させることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の光通信システム。
【請求項１０】
　前記光源、前記データ変調手段及び前記送信光位相変化手段は一体化され、
　当該一体化された手段は、直接強度変調によって強度変調された光を発生し、直接強度
変調の１シンボル時間の間に、直接強度変調に伴って発生する光位相変化を用いて光位相
を周期の自然数倍変化させる直接変調レーザであることを特徴とする請求項１から７のい
ずれかに記載の光通信システム。
【請求項１１】
　前記光送信器は、
　前記直接変調レーザからの光に、光周波数毎に異なる遅延時間を付与する送信側分散手
段をさらに備え、
　前記光受信器は、
　前記送信側分散手段の付与する光周波数毎の遅延時間と逆の遅延時間を前記光送信器か
らの前記信号光に付与する逆分散手段をさらに備えることを特徴とする請求項１０に記載
の光通信システム。
【請求項１２】
　前記光送信器は、
　前記直接変調レーザからの光に、光周波数毎に異なる遅延時間を付与する送信側分散手
段をさらに備え、
　前記光受信器は、
　前記送信側分散手段の付与する光周波数毎の遅延時間と同じ遅延時間を局部発振光に付
与する局部発振光分散手段をさらに備えることを特徴とする請求項１０に記載の光通信シ
ステム。
【請求項１３】
　前記光源は、異なる光周波数の複数の連続光を出力し、
　前記データ変調手段は、前記連続光の強度又は光位相を光周波数毎に変調し、
　前記送信光位相変化手段は、光位相を光周波数毎に変化させ、
　前記光送信器は、前記データ変調手段によって変調されかつ前記送信光位相変化手段に
よって光位相を変化された複数の光周波数の信号光を送信し、
　前記光検波手段は、前記光源の出力する各光周波数の連続光と所定の中間周波数だけ光
周波数の異なる光を前記局部発振光として用い、前記光送信器の送信する複数の光周波数
の信号光と当該局部発振光をそれぞれ合波した光を検波し、
　前記同相検出手段は、前記光送信器の送信する複数の光周波数の信号光から、前記送信
光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差をもつ光を光周波数毎に
検出し、
　前記光受信器は、前記光検波手段によって検波されかつ前記同相検出手段によって検出
された光を光周波数毎に受信することを特徴とする請求項１から１２のいずれかに記載の
光通信システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、妨害耐性の高いコヒーレント光通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＯＮ（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムを用いた経済的
な光サービスの需要の増大が予想される。ＰＯＮシステムでは、局内のＯＬＴ（Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｌｉｎｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）の制御により、単一の光ファイバと伝送設備を複
数のユーザ宅内機器のＯＮＵ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｕｎｉｔ）で共用する
。ＰＯＮシステムの普及に従い、ＯＮＵは、電気通信法４９条の規定に準じた端末開放の
可能性がある。この開放により、ＯＬＴの制御に従わないメディアコンバータやＬＡＮ機
器等のＰＯＮシステムへの誤接続の可能性が増大する。これらの誤接続機器の出力光は、
光ファイバと伝送設備を共用する他ユーザの通信に対する妨害光として作用し、通信途絶
の問題を引き起こしかねない。この問題を解決するため、光符号多重（ＯＣＤＭ：Ｏｐｔ
ｉｃａｌ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）技術を適用した方
法が提案されている。
【０００３】
　光符号多重技術を適用した一つの方法は、妨害光を光路間の干渉により選択的に除去す
る除去器を用いる方法である。この方法では、メディアコンバータやＬＡＮ機器等で用い
られている通常の光源からの妨害光を十分に除去できる光路長差の信号光を用いるが、除
去器の除去する光周波数によらず、光符号多重信号光の除去器出力が一定かつ、信号光同
士の直交性は保たれるようにする。
【０００４】
　除去器を用いる方法では、除去器の光路長差では干渉が起きない程度に可干渉性が低い
光であるか、除去器の光路長差では分割されたパルス同士が重なり合わない程度にパルス
幅が狭い光であるか、干渉により除去される強度が除去対象とする光周波数によらずに一
定であり符号間の直交関係が保たれる符号と光周波数幅を有する光符号多重信号光を用い
る。そのため、光符号多重信号光の受信に影響を与えることなく、妨害光を選択的に除去
することができる。
【０００５】
　光符号多重技術を適用したもう一つの方法は、妨害光と光周波数が重なる光周波数チッ
プ及び光符号多重信号光間の直交性を保持するために必要な光周波数チップを備え、妨害
光を選択的に受信しない方法である（例えば、特許文献１及び２参照。）。
【０００６】
　一方、直接変調レーザダイオードの光周波数変動（チャープ）を利用する方法が提案さ
れている（例えば、非特許文献１）。光周波数変動に同期して受信対象とする光周波数を
変更する光受信器を適用し、１シンボル時間内で受信信号に混入する妨害光の寄与を軽減
することで、ＯＮＵ側のコスト上昇を抑止しながら、妨害光の光周波数によらず妨害光を
除去する（例えば、非特許文献１）。
【特許文献１】特開２００６－７４５５７号公報
【特許文献２】特開２００８－１６０７０７号公報
【非特許文献１】Ｙｏｓｈｉｎｏ，Ｍａｎａｂｕ；Ｙｏｓｈｉｍｏｔｏ，Ｎａｏｔｏ；Ｔ
ｓｕｂｏｋａｗａ，Ｍａｋｏｔｏ，“Ｃｈｉｒｐ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏ
ｎｉｚｅｄ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｏｆ　Ｌｉｇｈｔ
　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ
”，Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｆｉｂｅｒ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｎ　２４－２８　Ｆｅｂ．
２００８　ＯＷＢ７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、従来例の方法は、以下のような課題があった。
　光符号多重技術を適用した除去器を用いる方法及び光周波数チップを用いる方法では、
除去器や除去対象とする光周波数チップの光周波数を妨害光の光周波数に合致させなけれ
ばならない。このため、妨害光の発生を検出してから妨害光の光周波数に合致させるまで
の間は、妨害光が除去できず、通信が途絶するという課題があった（課題１）。
　また、適応的に妨害光を除去する場合には、妨害光の光周波数変化を感受して光周波数
を変更するためのフィードバック機構が必要であることから、制御系が複雑となるという
課題があった（課題２）。
【０００８】
　除去器を用いる方式で妨害光と信号光の発光が継続する時間の差を用いて妨害光を除去
する方式では、パルスの短い妨害光を除去することが困難であるという課題があった（課
題３）。
　また、光路間の干渉により妨害光を選択的に除去する場合に、可干渉長の短い光を用い
れば、信号光自体の雑音によりその信号対雑音比が劣化するという課題があった（課題４
）。
【０００９】
　複数の妨害光の光周波数の差が除去器の除去する光周波数の間隔の整数倍でないと、全
ての妨害光の除去ができない可能性がある。妨害光の光周波数がそれぞれ除去器の除去す
る光周波数の周期の整数倍であるときは、複数の妨害光を同時に除去することが可能であ
る。しかし、妨害光の光周波数がそれぞれ除去器の除去する光周波数の周期の整数倍でな
いときは除去できない。そのため、複数の異なる光周波数の妨害光が存在する場合、すべ
ての妨害光を除去するためには複数の除去器が必要となる。このように、除去器を用いる
方法では、除去可能な異なる光周波数の妨害光の数が限定されている。
　光周波数チップを選択的に受信しない方法でも同様に、選択的に受信しないチップ数の
上限は符号長から制限され、除去可能な異なる光周波数の妨害光の数が限定されている。
　したがって、複数の異なる光周波数の妨害光が存在する場合、いずれの光符号多重技術
を適用した方法も、除去可能な妨害光の数が限定されるという課題があった（課題５）。
【００１０】
　直接変調レーザダイオードのチャープを利用する方法では、光符号多重技術を適用した
方法の課題１から５は解決することはできる。しかし、信号光の光周波数を時間と共に変
動させて光周波数を選択的に受信することで妨害光の受信を抑圧する。このため、妨害光
が信号光と同様に時間と共に光周波数が変動し、かつ各時間における光周波数が信号光と
偶然一致した場合は、妨害光を除去することができないという課題があった（課題６）。
【００１１】
　そこで、本発明は、上記課題を解決し、信号光及び妨害光の光周波数及びパルス幅によ
らずに妨害光を除去することの可能な光通信システムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明に係る光通信システムは、コヒーレント光通信シス
テムを用い、送信データで変調する１シンボル時間内で、信号光に周期の自然数倍の光位
相変化を同周期同方向に加えて送信し、受信の際に妨害光の受信出力の１シンボル時間で
の平均値を概ねゼロとすることによって、妨害光を除去することを特徴とする。
【００１３】
　具体的には、本発明に係る光通信システムは、光送信器から光受信器へ信号光を伝送す
る光通信システムであって、前記光送信器は、予め定められた光周波数の連続光を出力す
る光源と、前記光源からの連続光の強度又は光位相を送信データに応じて変調するデータ
変調手段と、前記データ変調手段における変調の１シンボル時間の間に、光位相を周期の
自然数倍変化させる送信光位相変化手段と、を備え、前記データ変調手段によって変調さ
れかつ前記送信光位相変化手段によって光位相を変化された信号光を送信し、前記光受信
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器は、前記光送信器の送信する信号光と局部発振光を合波した光を検波して電気信号を出
力する光検波手段と、前記光送信器の送信する信号光の出力から、前記送信光位相変化手
段の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差をもつ光の出力を検出する同相検出手
段と、を備え、前記光検波手段によって検波されかつ前記同相検出手段によって検出され
た光を受信することを特徴とする。
【００１４】
　信号光と局部発振光を一定の位相差でコヒーレント受信するので、１シンボル時間内の
受信信号の積分値もシンボルの値に応じた値となる。一方、妨害光は、１シンボル時間内
で周期の自然数倍だけ局部発振光との位相差が変化する。このため、１シンボル時間内で
の妨害光による信号の積分値がゼロとなる。これにより、誤接続機器の出力光による妨害
光を除去することができる。このため、妨害光と信号光の光周波数は同じであっても、シ
ンボル時間内での妨害光のコヒーレント検波の出力がゼロとなる。そのため、課題６を解
決することができる。
　妨害光の光周波数によらずに妨害光を除去することができるので、課題１、２及び５を
解決することができる。また、信号光の可干渉長又はパルス幅の短さによらずに妨害光を
除去することができるので、課題３及び４を解決することができる。
　したがって、信号光及び妨害光の光周波数及びパルス幅によらずに妨害光を除去するこ
との可能な光通信システムを提供することができる。
【００１５】
　本発明に係る光通信システムでは、前記同相検出手段は、局部発振光の光位相を、前記
送信光位相変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差で変化させる局部発
振光位相変化手段と、前記光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を１シ
ンボル時間積分したのちに包絡線検波する積分包絡線検波手段と、を備える構成とするこ
とができる。
【００１６】
　本発明に係る光通信システムでは、前記同相検出手段は、前記光送信器からの信号光の
光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と時間に対する位相変化を反転し
た位相で変化させる受信光位相変化手段と、前記光検波手段の出力する電気信号のうちの
中間周波数成分を１シンボル時間積分したのちに包絡線検波する積分包絡線検波手段と、
を備える構成とすることができる。
【００１７】
　本発明に係る光通信システムでは、前記同相検出手段は、前記送信光位相変化手段の変
化させる光位相と同周期かつ一定の位相差で位相の変化する電気信号を発生させる検波信
号発生手段と、前記光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を、前記検波
信号発生手段からの電気信号で同期検波する同期検波手段と、を備える構成とすることが
できる。
【００１８】
　本発明に係る光通信システムでは、前記局部発振光位相変化手段は、局部発振光が入力
され、入力された局部発振光の光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光位相と
同周期かつ一定の光位相差で変化させる外部光位相変調器を備える構成とすることができ
る。
【００１９】
　本発明に係る光通信システムでは、前記局部発振光位相変化手段は、局部発振光を直接
強度変調によって発生する直接変調レーザであり、当該直接変調レーザの直接強度変調に
伴って発生する光位相変化を用いて、前記局部発振光の光位相を変化させる構成とするこ
とができる。
【００２０】
　本発明に係る光通信システムでは、前記受信光位相変化手段は、前記光送信器からの信
号光が入力され、入力された信号光の光位相を、前記送信光位相変化手段の変化させる光
位相と時間に対する位相変化を反転した位相で変化させる外部光位相変調器を備える構成
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とすることができる。
【００２１】
　本発明に係る光通信システムでは、前記送信光位相変化手段は、前記光源又は前記デー
タ変調手段からの光が入力され、入力された光の光位相を周期の自然数倍変化させる外部
光位相変調器である構成とすることができる。
【００２２】
　本発明に係る光通信システムでは、前記データ変調手段と前記送信光位相変化手段は一
体化され、当該一体化された手段は、前記光源からの連続光を強度変調し、強度変調の１
シンボル時間の間に、強度変調する際に発生する光位相変化を用いて光位相を周期の自然
数倍変化させる構成とすることができる。
【００２３】
　本発明に係る光通信システムでは、前記光源、前記データ変調手段及び前記送信光位相
変化手段は一体化され、当該一体化された手段は、直接強度変調によって強度変調された
光を発生し、直接強度変調の１シンボル時間の間に、直接強度変調に伴って発生する光位
相変化を用いて光位相を周期の自然数倍変化させる直接変調レーザである構成とすること
ができる。
【００２４】
　本発明に係る光通信システムでは、前記光送信器は、前記直接変調レーザからの光に、
光周波数毎に異なる遅延時間を付与する送信側分散手段をさらに備え、前記光受信器は、
前記送信側分散手段の付与する光周波数毎の遅延時間と逆の遅延時間を前記光送信器から
の前記信号光に付与する逆分散手段をさらに備える構成とすることができる。
【００２５】
　本発明に係る光通信システムでは、前記光送信器は、前記直接変調レーザからの光に、
光周波数毎に異なる遅延時間を付与する送信側分散手段をさらに備え、前記光受信器は、
前記送信側分散手段の付与する光周波数毎の遅延時間と同じ遅延時間を局部発振光に付与
する局部発振光分散手段をさらに備える構成とすることができる。
【００２６】
　本発明に係る光通信システムでは、前記光源は、異なる光周波数の複数の連続光を出力
し、前記データ変調手段は、前記連続光の強度又は光位相を光周波数毎に変調し、前記送
信光位相変化手段は、光位相を光周波数毎に変化させ、前記光送信器は、前記データ変調
手段によって変調されかつ前記送信光位相変化手段によって光位相を変化された複数の光
周波数の信号光を送信し、前記光検波手段は、前記光源の出力する各光周波数の連続光と
所定の中間周波数だけ光周波数の異なる光を前記局部発振光として用い、前記光送信器の
送信する複数の光周波数の信号光と当該局部発振光をそれぞれ合波した光を検波し、前記
同相検出手段は、前記光送信器の送信する複数の光周波数の信号光から、前記送信光位相
変化手段の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差をもつ光を光周波数毎に検出し
、前記光受信器は、前記光検波手段によって検波されかつ前記同相検出手段によって検出
された光を光周波数毎に受信することが好ましい。
　信号光が複数の光周波数チップから構成されるために、単一光周波数の妨害光の寄与が
光周波数チップ数分の１に削減できる。すなわち、光符号多重技術を適用することで妨害
光除去能力をさらに向上することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、信号光及び妨害光の光周波数及びパルス幅によらずに妨害光を除去す
ることの可能な光通信システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　添付の図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。以下に説明する実施の形態は本
発明の構成の例であり、本発明は、以下の実施の形態に制限されるものではない。
【００２９】
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（実施形態１）
　図１は、本実施形態に係る光通信システムの構成概略図である。本実施形態に係る光通
信システムは、光送信器１０から光受信器２０へ信号光を伝送する。図１では光送信器１
０と光受信器２０のみを示し、光送信器１０と光受信器２０を接続する光ファイバや光合
波器などからなる光ネットワークは省略している。
【００３０】
　光送信器１０は、光源１１と、データ変調手段１２と、送信光位相変化手段１３と、を
備え、データ変調手段１２によって変調されかつ送信光位相変化手段１３によって光位相
を変化された信号光を送信する。
【００３１】
　光源１１は、予め定められた光周波数の連続光を出力する。データ変調手段１２は、光
源からの連続光の強度又は光位相を、送信データに応じて変調する。送信光位相変化手段
１３は、データ変調手段１２における変調の１シンボル時間の間に、光位相を周期の自然
数倍変化させる。ここで、１シンボル時間は、データ変調手段１２で変調するデータ系列
の一つの送信データで変調する時間である。一つの送信データは例えば１ビット送信デー
タである。送信光位相変化手段１３は、例えば、データ変調手段１２からの光が入力され
、入力された光の光位相を周期の自然数倍変化させる外部光位相変調器１３ａを備える。
外部光位相変調器１３ａは、例えばＬＮ外部変調器である。
【００３２】
　光源１１、データ変調手段１２、送信光位相変化手段１３の順に配置される例を示した
が、これに限定されない。例えば、光源１１、送信光位相変化手段１３、データ変調手段
１２の順に配置されていてもよい。また、光源１１の予め定められた光周波数は、単一で
あってもよいし、複数であってもよい。光源１１が複数の光周波数の光を出力することで
、光符号多重技術を用いた妨害光の除去も併用することができる。
【００３３】
　光送信器１０は、光源１１を出力した光を、伝送対象であるデータ系列に従って、デー
タ変調手段１２で変調した後に、送信光位相変化手段１３の外部光位相変調器１３ａで位
相変調して信号光として出力する。ここで、外部光位相変調器１３ａは、信号源１３ｂか
らの制御信号に従って光位相変調する。制御信号は、データ変調手段１２で１シンボル時
間の間に、信号光の位相を概ね自然数倍変化させる。
【００３４】
　光送信器１０を出力した信号光は光ネットワークを介して、光受信器２０に入力する。
光受信器２０は、局発光源２１と、光合波手段２２と、光検波手段２３と、バンドパスフ
ィルタ（ＢＰＦ）２４と、光送信器１０の送信する信号光の出力から、送信光位相変化手
段１３の変化させる光位相と同周期かつ一定の光位相差をもつ光の出力を検出する同相検
出手段を備える。光受信器２０は、光検波手段２３によって検波されかつ同相検出手段に
よって検出された光を受信する。これにより、光受信器２０は、光位相の変化する信号光
を、ヘテロダイン包絡線検波によって受信することができる。
【００３５】
　本実施形態では、同相検出手段は、局部発振光位相変化手段３１と、積分包絡線検波手
段３３を備える。局部発振光位相変化手段３１は、局部発振光が入力され、入力された局
部発振光の光位相を、送信光位相変化手段１３の変化させる光位相と同周期かつ一定の光
位相差で変化させる外部光位相変調器３１ａを備える。この場合、局部発振光位相変化手
段３１は信号源３１ｂを備え、外部光位相変調器３１ａは、信号源３１ｂからの信号に従
って局部発振光の光位相を変化させる。
【００３６】
　局発光源２１は、信号光と干渉する局部発振光を出力する。局部発振光位相変化手段３
１は、局部発振光の光位相を、送信光位相変化手段１３の変化させる光位相と同周期かつ
一定の光位相差で変化させる。光合波手段２２は、局部発振光位相変化手段３１を介した
局部発振光と光送信器１０からの信号光とを合波して、局部発振光と信号光を干渉させる
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。光検波手段２３は、例えばフォトダイオードであり、局部発振光と信号光の干渉光を検
波し、光電変換して電気信号を出力する。光電変換した電気信号はＢＰＦ２４に入力する
。ＢＰＦ２４は、光検波手段２３の出力する電気信号から、局部発振光と信号光の中間周
波数であるビート信号を抜き出して、積分包絡線検波手段３３に入力する。積分包絡線検
波手段３３は、光検波手段の出力する電気信号のうちの中間周波数成分を１シンボル時間
積分したのちに包絡線検波する。積分包絡線検波手段３３は積分手段と包絡線検波手段か
らなる。積分手段としては、例えば、光又は電気段のトランスバーサルフィルタ等の遅延
線を組み合わせた積分器などがある。この系統の積分器を用いる場合は、その遅延線の段
数は位相変化手段の１シンボル時間に光位相を１周期の自然数倍変化させる段数以上とす
る。なお、光合波手段２２で信号光と局部発振光を合波する際に両光の偏波は合わせてあ
るか、偏波に依存せずに中間周波数信号が出力される偏波ダイバシティの構成としている
。
【００３７】
　なお、本実施形態の光受信器２０では、ヘテロダイン包絡線検波による信号光の受信を
前提に説明するが、光位相同期ループを具備した同期検波の光受信器としてもよいし、中
間周波数をゼロに近似するホモダイン検波の光受信器としてもよい。ホモダイン検波の場
合は、位相ダイバシティ型の光受信器としてもよいし、同期検波としてもよい。
【００３８】
　次に、本実施形態の効果の例について図２を用いて説明する。図２は、局部発振光、信
号光及び妨害光の光強度と光位相を示し、（ａ）は局部発振光の光強度であり、（ｂ）は
局部発振光の光位相であり、（ｃ）は送信された信号光の光強度であり、（ｄ）は送信さ
れた信号光の光位相であり、（ｅ）は妨害光の光強度であり、（ｆ）は妨害光の光位相で
あり、（ｇ）は局部発振光と合波後の信号光の光強度であり、（ｈ）は局部発振光と合波
後の妨害光の光強度である。
【００３９】
　信号光及び局部発振光は、図２（ｂ）及び図２（ｄ）に示すように、１シンボル時間の
半分で光位相がπ切り替わっている。このため、信号光と局部発振光との光位相差は一定
であり、シンボル時間を構成するどの時間でもその中間周波数成分は一定である。したが
って、局部発振光と合波後の信号光を１シンボル時間内で積分した光強度は、図２（ｇ）
に示すように、図２（ｃ）に示す送信データのシンボルの値に応じた値となる。これによ
って、光受信器は、送信データを受信することができる。
【００４０】
　他方、妨害光は、図２（ｆ）に示すように、１シンボル時間を通じて一定の位相である
。このため、妨害光と局部発振光との光位相差は１シンボル時間の半分でπ異なることと
なる。このとき、局部発振光と合波後での妨害光は、図２（ｈ）に示すように、１シンボ
ル時間を構成する前半の時間と後半の時間ではその中間周波数成分の光強度は同一で、符
号は逆符号となる。このため、局部発振光と合波後での妨害光を１シンボル時間内で積分
した光強度はゼロとなる。したがって、図１に示す光受信器２０は、図１に示す積分包絡
線検波手段３３から出力された電気信号から、局部発振光と合波後での妨害光の影響を除
去することができる。
【００４１】
　上記のように、図１に示す光通信システムは、光受信器２０において、信号光を受信し
、なおかつ妨害光の影響を除去することができる。妨害光と信号光の光周波数は同じであ
っても、この効果は失われない。
【００４２】
　送信光位相変化手段１３での光位相の変化は、位相が０からπまでの時間と、位相がπ
から２πまでの時間が等しいことが好ましい。これにより、光受信器２０での１シンボル
時間内での妨害光による信号の積分値をゼロとすることができる。送信光位相変化手段１
３での位相が０からπまでの時間と位相がπから２πまでの時間とが等しくない場合であ
っても、妨害光による信号の積分値をゼロに近づけることができるので、送信データと妨
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害光による信号とを分離することができる。
【００４３】
　送信光位相変化手段１３での光位相変化は、信号光と局部発振光の光位相差が概ね一定
に保たれれば、正弦波状であってもよいし、ステップ状であってもよい。
　送信光位相変化手段１３が光位相を変化させる速度は、一定であることが好ましい。信
号光と局部発振光との光位相差が常に一定となるので、１シンボル時間中のどのタイミン
グでも信号光と局部発振光の中間周波数成分における信号強度を一定にすることができる
。光位相変化が同周期の正弦波であるか、等速で一定方向に変化するのであれば、信号光
と局部発振光の位相差は一定となるので、光送信器１０及び光受信器２０での厳密な同期
を不要とすることができる。
【００４４】
　さらに、本実施形態の原理について説明する。
　チャープ量が一定の強度変調器により変調されたコヒーレント光が妨害光として光受信
器２０に入力されて、局部発振光との光周波数差が図１に示すＢＰＦ２４を通過する受信
帯域に入った場合を想定する。このとき、１シンボル時間の中で局部発振光との信号光の
光位相が１周期のｎ倍（ｎは自然数）だけ変化すると、妨害光の光強度Ｌｊ、信号光の光
強度Ｌｓ、局部発振光の光強度Ｌｌについて次式が成り立つ。
【数１】

【００４５】
　ここで、Ｅｊ、Ｅｓ、Ｅｌは、それぞれ、妨害光、信号光、局部発振光の光強度を示す
。ｆｊ、ｆｓ、ｆｌは、それぞれ、妨害光、信号光、局部発振光の光周波数を示す。θｊ

、θｓ、θｌは、それぞれ、妨害光、信号光、局部発振光の初期位相を示す。ｎは自然数
、Ｂは１シンボル時間の逆数を示す。このとき、妨害光と信号光の時間ｔにおける中間周
波数成分Ｍｊ、Ｍｓは以下となる。

【数２】

【００４６】
　したがって、包絡線検波によって１シンボル時間で中間周波数成分Ｍｊ及びＭｓを平均
化すると、妨害光の中間周波数成分Ｍｊはゼロとなり、信号光の中間周波数成分Ｍｓのみ
となる。これにより、妨害光の光周波数が信号光と同一であっても、妨害光の出力をゼロ
とし、信号光のみとすることができる。
【００４７】
　１シンボル時間の間に光位相を１周期だけ変化させる回数となる自然数ｎは、２以上で
あることが好ましい。これは、妨害光が直接変調レーザからの光であり、その位相変化が
偶然、送信光位相変化手段１３での位相変化と合致する危険性を防止する観点からである
。この場合、妨害光は１／２シンボル時間で１周期分位相スクランブルされているので、
自然数ｎが２以上であることで、妨害光を除去することができる。
【００４８】
　本実施形態では、妨害光の光周波数が受信対象となる場合も、１シンボル時間での積分
により、その影響を軽減するために、妨害光の光周波数に応じた光周波数チップを適合す
るまでの通信途絶は発生しない。また、妨害光の光周波数に応じたフィードバック制御系
も不要である。異なる複数の光周波数の妨害光が受信帯域に入る場合も、それぞれの光周
波数に応じた光周波数の変更が不要である。また、信号光と妨害光の可干渉長やパルス幅
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に依存した妨害光除去ではないので、信号光と妨害光の可干渉長又はパルス幅が同程度で
ある場合の除去と、可干渉長の短い光を用いたときの信号対雑音比の劣化を回避できる効
果もある。
【００４９】
　本実施形態では、送信光位相変化手段１３として独立な外部光位相変調器１３ａを用い
る構成を示したが、データで変調するためのデータ変調手段１２や光源１１と兼ねること
がコスト削減の観点から望ましい。
　例えば、データ変調手段１２と送信光位相変化手段１３は、一体化されていることが好
ましい。具体的には、強度変調に位相変調が伴うデータ変調手段を用い、強度変調深さは
、それに伴う位相変調が周期の自然数倍となる深さを選択する。周波数変調と位相変調の
関係から、データ信号の微分操作を行い、そのような位相変調となるように光源を周波数
変調する。このようなデータ変調手段を用いることで一体化する。図３に、この場合の光
送信器の一例を示す。図３に示す一体化された手段１４ａは、光源１１からの連続光を強
度変調する。そして、強度変調の１シンボル時間の間に、強度変調する際に発生する光位
相変化を用いて光位相を周期の自然数倍変化させる。
【００５０】
　例えば、光源１１、データ変調手段１２及び送信光位相変化手段１３は、一体化されて
いることが好ましい。図４に、この場合の光送信器の一例を示す。図４に示す直接変調レ
ーザ１４ｂは、図１に示す光源１１、データ変調手段１２及び送信光位相変化手段１３が
一体化された構成となっている。直接変調レーザ１４ｂは、直接強度変調によって強度変
調された光を発生し、直接強度変調の１シンボル時間の間に、直接強度変調に伴って発生
する光位相変化を用いて光位相を周期の自然数倍変化させる。
【００５１】
　直接変調レーザでは、印加電流と光出力により生じるレーザ内のキャリア変動に応じた
屈折率変化を主たる原因として、出力光の光位相と光周波数が変動するチャープが発生す
る。レーザのチャープでは、正弦波変調でも変調度を大きくすると、出力する光の時間に
対する位相変化が線形に近似できるようになる。この条件下では、位相を変化させる信号
は正弦波信号でよい。
【００５２】
　なお、チャープを用いる構成では、光周波数も変化するので、光周波数差による除去も
適用することができる。適用する場合は、同周期であるだけでなく、信号光と局部発振光
を同期して変調する必要がある。したがって、信号光と局部発振光の変調を同期しない効
果は失われるが、信号光と局部発振光の光周波数が重なっても除去できる効果はそのまま
であり、かつ妨害除去能力が向上するメリットがある。
【００５３】
　チャープを用いる構成において光周波数差による除去を適用しない場合は、光周波数領
域の選別による妨害光除去能力の向上は見込めないが、信号光と妨害光の光周波数が重な
ってもよい効果と、信号光と局部発振光の変調を同期しなくてもよい効果が得られる。具
体的には、図１に示すＢＰＦ２４の透過周波数幅を広くすることで、信号光と局部発振光
の変調は、特に直接変調レーザ１４ｂが正弦波変調であるときに直接変調レーザ１４ｂと
外部光位相変調器３１ａを同周期での変調とすればよい。信号光と局部発振光の変調を同
期せずに周波数領域の選別による除去の効果を得るには、例えば、ＢＰＦ２４で抜き出す
中間周波数を、信号光と局部発振光の各瞬間の光周波数差に応じて変更することで対応す
ることも可能である。
【００５４】
　局部発振光位相変化手段３１は、信号光の有無に関わらず一定の周期で連続的に、局部
発振光の光位相変化をする。一方、送信光位相変化手段１３は、連続的に光位相変化して
もよいし、データ変調手段１２が光を出力しているときだけ光位相変化を加えてもよい。
このため、光源１１、データ変調手段１２及び送信光位相変化手段１３が一体化されてい
る直接変調レーザで光位相変化を加える構成では、各時間で出力周波数が十分に変動する
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ような強度変化がデータ変調時にあるので、その変化によって光位相が周期の自然数倍回
転するように直接変調レーザの出力強度を変化させれば、直接変調レーザで発振する光の
強度を制御するデータ信号と光位相を制御するための位相変調用の信号とを混合する混合
器とを具備しなくてもよい。例えば、シンボルレート以下の７５％程度の通過帯域を有す
るローパスフィルタ等を通過したＲＺ（Ｒｅｔｕｒｎ　ｔｏ　Ｚｅｒｏ）のパルス上のデ
ータ信号であれば、時間に対する信号強度が変動する。
【００５５】
　局部発振光位相変化手段３１は、局発光源２１と外部光位相変調器３１ａが一体化され
ていることが好ましい。例えば、局部発振光位相変化手段３１は、局発光源２１及び外部
光位相変調器３１ａに代えて、信号源３１ｂから入力される信号に従って、局部発振光を
直接強度変調によって発生する直接変調レーザを備える。この場合、局部発振光位相変化
手段３１は、当該直接変調レーザの直接強度変調に伴って発生する光位相変化を用いて、
局部発振光の光位相を変化させる。
【００５６】
　また、本実施形態では、データ変調手段１２が光強度変調を行う例について説明したが
、データ変調手段１２は光位相変調を行ってもよい。図５に、データ変調を光位相変調で
行う場合の光通信システムの構成概略図を示す。ＰＳＫ（Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅ
ｙｉｎｇ）変調の場合、信号光は送信光位相変変化手段１３による位相変化に、データ変
調手段１２による位相変調が加えられている。この場合、局部発振光は、信号光と異なり
、データ変調手段１２による位相変調がないので、局部発振光位相変化手段３１にて送信
光位相変化手段１３による位相変化と同周期方向の位相変化のみ与えられる。
【００５７】
　同期検波を例に説明する。図１に１×２の光合波器、１光入力の光検波手段として示さ
れる光合波手段２２及び光検波手段２３は、それぞれ図５では、２×２の光合波手段２７
と、２光入力のバランス型光検波手段２８に該当する。図１に示すＢＰＦ２４と積分包絡
線検波手段３３は、積分手段３５に該当する。信号光と局部発振光は２×２の光合波手段
２７で合波される。合波光は光合波手段２７の２つの出力から出力され、それぞれバラン
ス型光検波手段２８の２つの入力に入力され、光電変換後のそれぞれの出力が逆極性で加
算されて検波される。局部発振光は光検波出力から局発光源２１の制御信号を外部光位相
変調器３１ａで抽出して、自動周波数制御が行われる。中間周波数が零に近似されるホモ
ダインの場合は、自動周波数制御に加えて位相同期制御が行われる。
【００５８】
　以上示したように、本実施形態に係る光通信システムは、送信データの１シンボル時間
の間に信号光の位相を１周期の概ね自然数倍位相を変化することで、信号光と妨害光の光
周波数が同一であっても、妨害光を除去することができる。さらに、信号光の位相が１シ
ンボル時間内に同方向同速度で周期の自然数倍変化する信号光を用いることで、信号光と
局部発振光の位相変調する周期を同期することなく、簡易に妨害光を除去することができ
る。
【００５９】
（実施形態２）
　図６は、本実施形態に係る光通信システムの構成概略図である。本実施形態と実施形態
１の違いは、光受信器２０が、図１に示す局部発振光位相変化手段３１の代わりに受信光
位相変化手段３２を具備することにある。光受信器２０は、受信光位相変化手段３２で逆
位相変化した後の信号光をコヒーレント検波する。
【００６０】
　局発光源２１は、信号光と干渉する局部発振光を出力する。受信光位相変化手段３２は
、光送信器１０からの信号光の光位相を、送信光位相変化手段１３の変化させる光位相と
時間に対する位相変化を反転した位相で変化させる。光合波手段２２は、受信光位相変化
手段３２を介した信号光と局発光源２１からの局部発振光とを合波して、局部発振光と信
号光を干渉させる。その後は実施形態１と同様である。これにより、光検波手段２３の出
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手段３３が包絡線検波することで、妨害光の出力をゼロとし、信号光のみを受信すること
ができる。
【００６１】
　ここで、送信光位相変化手段１３の変化させる光位相をθ１（ｔ）、局部発振光位相変
化手段３１の変化させる光位相をθ２（ｔ）、受信光位相変化手段３２の変化させる光位
相をθ３（ｔ）とする。このとき、光位相θ１（ｔ）、光位相θ２（ｔ）、光位相θ３（
ｔ）は、次式の関係が成立する。
【数３】

　このように、受信光位相変化手段３２が送信光位相変化手段１３の変化させる光位相と
時間に対する位相変化の極性を反転させた位相で、信号光の光位相を変化させる。これに
より、１つの光に対して、光位相θ１（ｔ）及び光位相θ３（ｔ）の２度の位相変化を加
えて、両方の位相変化の和を一定に保つことができる。
【００６２】
　図７に示す構成では、図６に示す１×２の光合成手段２２、１光入力の光検波手段２３
ではなく、２×２の光合波手段２７と、２光入力のバランス型光検波手段２８である。図
６に示すＢＰＦ２４と積分包絡線検波手段３３は、積分手段３５に該当する。更に図６に
示す局発光源２１は不要である。光送信器１０でデータ変調手段１２を駆動する送信デー
タは予め差動符号化が施されている。光送信器１０からの信号光は、受信光位相変化手段
３２を経て、光分岐手段２５により２分岐され、一方は光合波手段２７に、他方は光遅延
手段２６に入力される。受信光位相変化手段３２は、光分岐手段２５により２分岐した一
方の信号光に送信光位相変化手段１３の変化させる光位相と時間に対する位相変化を反転
した位相が、送信光位相変化手段１３と同周期かつ一定の光位相差の位相同方向同速度で
位相を変化させる。一定の光位相差で変化させた場合、データ信号は「０」と「１」が反
転した形で出力される。光遅延手段２６は他方の信号光に対して１シンボル時間の光遅延
を加える。一方が他方に比べて１シンボル時間の光遅延を加えた状態で、２×２の光合波
手段２７で合波される。合波光は、光合波手段２７の２つの出力から出力し、それぞれバ
ランス型光検波手段２８の２つの入力に入力される。バランス型光検波手段２８は、光電
変換後、それぞれの出力を逆極性で加算して検波する。分岐した２つの信号光は１ビット
ずれているので、その位相差に相当する信号が得られる。すなわち差動復号化が自動的に
行われ、光ＤＰＳＫ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｐｈａｓｅ－Ｓｈｉｆｔ－Ｋｅｙｉｎ
ｇ）信号の検波結果が得られる。
【００６３】
　受信光位相変化手段３２は、送信光位相変化手段１３と同様の構成とすることができる
。例えば、受信光位相変化手段３２は、光送信器１０からの信号光が入力され、入力され
た信号光の光位相を、送信光位相変化手段１３の変化させる光位相と時間に対する位相変
化を反転した位相で変化させる外部光位相変調器を備える構成である。
【００６４】
　本実施形態の原理について説明する。本実施形態では、１シンボル時間の中で局部発振
光との信号光の光位相が１周期のｎ倍（ｎは自然数）だけ変化すると、妨害光の光強度Ｌ

ｊ、信号光の光強度Ｌｓ、局部発振光の光強度Ｌｌについて次式が成り立つ。
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【数４】

【００６５】
　したがって、積分によって１シンボル時間で中間周波数成分Ｍｊ及びＭｓを平均化する
と、妨害光の中間周波数成分Ｍｊはゼロとなり、信号光の中間周波数成分Ｍｓのみとなる
。これにより、妨害光の光周波数が信号光と同一であっても、妨害光の出力をゼロとし、
信号光のみとすることができる。
【００６６】
（実施形態３）
　図８は、本実施形態に係る光通信システムの構成概略図である。実施形態１及び２では
光受信器２０内において局部発振光又は信号光の光位相を変化させたが、本実施形態では
光受信器２０内において局部発振光又は信号光の光位相を変化させない。その代わりに、
信号光の中間周波数成分を取り出したビート信号の位相変化と同周期で位相が変化する電
気信号を、ＢＰＦ２４からの出力信号に乗じて同期検波する検波信号発生手段３４ａ及び
同期検波手段３４ｂを備えることを特徴とする。本実施形態では、電気信号で処理するこ
とができるので、光受信器における光の位相変化をさせる部品を削減する効果がある。
【００６７】
　局発光源２１は、信号光と干渉する局部発振光を出力する。光合波手段２２は、局発光
源２１からの局部発振光と光送信器１０からの信号光とを合波して、局部発振光と信号光
を干渉させる。光検波手段２３は、局部発振光と信号光の干渉光を検波し、光電変換して
電気信号を出力する。光電変換した電気信号はＢＰＦ２４に入力する。ＢＰＦ２４は、光
検波手段２３の出力する電気信号から、局部発振光と信号光の中間周波数であるビート信
号を抜き出して、同期検波手段３４ｂに入力する。検波信号発生手段３４ａは、送信光位
相変化手段１３の変化させる光位相と同周期かつ一定の位相差で位相の変化する電気信号
を発生させる。同期検波手段３４ｂは、光検波手段２３の出力する電気信号のうちの中間
周波数成分を、検波信号発生手段３４ａからの電気信号で同期検波する。
　その他は実施形態１及び２と同様である。
【００６８】
（実施形態４）
　図９は、本実施形態に係る光通信システムの構成概略図である。本実施形態と実施形態
１との違いは、光送信器１０が送信側分散手段４１をさらに備え、光受信器２０が逆分散
手段４２をさらに備えることである。
【００６９】
　送信側分散手段４１は、光周波数毎に異なる遅延時間を付与する。例えば、送信光位相
変化手段１３の出力する信号光に、光周波数毎に異なる遅延時間を付与する。逆分散手段
４２は、送信側分散手段４１の付与する光周波数毎の遅延時間と逆の遅延時間を、光送信
器１０からの信号光に付与する。
【００７０】
　本実施形態では、直接変調レーザのように強度変調に伴い光周波数変化が発生するデー
タ変調手段１２を用いていることが前提である。例えば、光源１１、データ変調手段１２
及び送信光位相変化手段１３が一体となった直接変調レーザを用いた場合である。光周波
数による遅延時間の和の誤差は、ビート信号を透過するＢＰＦ２４の透過周波数以下に収
まることが望ましい。
【００７１】
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　本実施形態は、妨害光が直接変調レーザからの光であり、その位相変調が偶然、本実施
形態の光受信器２０と合致する危険性を防止するために、特に有効である。信号光の光周
波数が低周波数側から長周波数側に１シンボル時間に変化する信号光の場合、１シンボル
の信号は時間方向に伸張され、いずれかが逆であれば、逆に短くなる。この送信側分散手
段４１により、干渉光のシンボルの周期と一致しないようなシンボル時間に伸張又は短縮
する分散を付与することで、偶然に干渉光の時間－位相特性が一致してしまっていても、
逆分散手段４２によって、妨害光の時間に対する位相変化が変化するので、位相変化の偶
然の一致を削減することができる。更に、光周波数の変化が大きい場合、ある時間におけ
る妨害光と局部発振光の光周波数差が、光受信器２０の受信対象とする光周波数幅と異な
り、受信対象とならない効果もある。
【００７２】
　ここで、送信側分散手段４１及び逆分散手段４２の付与する光周波数に対する遅延時間
は、単調変化であってもよいし、ランダムに変化してもよい。ランダムに変化させること
で、妨害光との分離が容易になる。
【００７３】
　送信側分散手段４１及び逆分散手段４２の付与する光周波数に対する遅延時間が単調変
化の場合は、逆分散手段４２による信号光と妨害光が同期する可能性がある。そのため、
シンボル時間Ｔに対する逆分散手段４２の付与する光周波数に対する遅延時間の幅の比は
、データ変調手段１２の変調する１シンボル時間とそれ以外のシンボルレートのシンボル
時間の差の比と大きく異なることが望ましい。これにより、逆分散手段４２による信号光
と妨害光が同期することを抑止することができる。
【００７４】
　信号光と妨害光のシンボルレートが偶然一致する可能性を軽減する観点から、伸張又は
短縮したシンボル時間が、既存の機器で用いられているようなシンボル時間に一致しない
ことが望ましい。例えば、１５５Ｍｂｉｔ／ｓと６２２Ｍｂｉｔ／ｓのシンボルレートの
場合、１５５Ｍｂｉｔ／ｓの伝送速度の信号光のシンボルレートが４倍に伸張する分散を
与えてしまうと、６２２Ｍｂｉｔ／ｓの妨害光のシンボルレートと偶然一致する可能性が
出る。逆に、６２２Ｍｂｉｔ／ｓの伝送速度の信号光のシンボルを１／４に短縮する分散
を与えてしまうと、１５５Ｍｂｉｔ／ｓの妨害光のシンボルレートと偶然一致する可能性
がでる。そのために既存の機器で用いられていないようなシンボル時間に伸張、短縮する
ような分散を与えることが望ましい。
【００７５】
　逆分散手段４２により妨害光の実時間波形が拡大する方向に遅延時間を付与する場合は
、徐々に各シンボル同士が重なりあい、同時に複数の光周波数の妨害光が存在することに
なる。この場合、その極限としては妨害光の寄与が一定の値に近づくおそれがあるため、
妨害光の実時間波形が縮小する方向に遅延時間を付与することが望ましい。
【００７６】
　その他の効果については、実施形態１と同様である。
　なお、本実施形態例は実施形態１の構成を前提として説明を行ったが、実施形態１、２
及び３のいずれの構成に付与しても同様の効果が得られる。
【００７７】
（実施形態５）
　本実施形態では、図９に示す実施形態４に係る逆分散手段４２の代わりに、入力した局
部発振光を光周波数に応じて異なる遅延時間を付与する局部発振光分散手段を有する。局
部発振光分散手段は、送信側分散手段４１の付与する光周波数毎の遅延時間と同じ遅延時
間を局部発振光に付与する。
【００７８】
　ここで、送信側分散手段４１と局部発振光分散手段は中間周波数だけ異なる光周波数に
同じ遅延時間を付与する。このため、信号光と局部発振光の時間に対する位相関係は実施
形態１と同様となる。局部発振光分散手段の付与する遅延時間は実施形態４と同様であれ
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ば、実施形態４と同様の効果が得られる。
　なお、本実施形態は実施形態１の構成を前提として説明を行ったが、実施形態１、２及
び３のいずれの構成に付与しても同様である。
【００７９】
（実施形態６）
　本実施形態の実施形態１との違いは、信号光と局部発振光にある。本実施形態では、信
号光は異なる光周波数の光の有無又は位相で符号化した信号光であり、局部発振光は符号
化された信号光と所定の中間周波数だけ光周波数が異なる。また、局部発振光は、選択す
る符号を復号するのに必要且つ選択しない符号を相殺するのに必要な複数の光周波数を具
備する。そのため、局発光源は、光検波出力から局発光源制御信号を抽出して、自動周波
数制御を行ってもよい。中間周波数が零に近似されるホモダイン検波の場合は、自動周波
数制御に加えて位相同期制御が行われてもよい。
【００８０】
　具体的には、本実施形態に係る光通信システムは、図１に示す光通信システムと以下の
構成が異なる。
　光源１１は、異なる光周波数の複数の連続光を出力する。各光周波数が１シンボルごと
に割り当てられる。データ変調手段１２は、連続光の強度を光周波数毎に変調する。送信
光位相変化手段１３は、光位相を光周波数毎に変化させる。その結果、光送信器１０は、
データ変調手段１２によって変調されかつ送信光位相変化手段１３によって光位相を変化
された複数の光周波数の信号光を送信する。
【００８１】
　光検波手段２３は、局部発振光を用い、光送信器１０の送信する複数の光周波数の信号
光と当該局部発振光をそれぞれ合波した光を検波する。ここで、局部発振光は、光源１１
の出力する各光周波数の連続光と所定の中間周波数だけ光周波数が異なる。所定の中間周
波数は、光源１１の出力する各光周波数とそのコヒーレント光との中間周波数である。ま
た、局部発振光の各光周波数における位相は、光送信器１０の送信する各光周波数の信号
光との位相差が光合波手段において合波する際にそれぞれ一致している。同相検出手段は
、光送信器１０の送信する複数の光周波数の信号光から、送信光位相変化手段１３の変化
させる光位相と同周期かつ一定の光位相差をもつ光を光周波数毎に検出する。その結果、
光受信器２０は、光検波手段によって検波されかつ同相検出手段によって検出された光を
光周波数毎に受信する。
【００８２】
　この構成では、信号光が複数の光周波数チップから構成されるために、単一の妨害光の
寄与が光周波数チップ数分の１に削減できる。すなわち、光符号多重技術を適用すること
で妨害光除去能力が更に向上する。本実施形態は実施形態１の構成を前提として説明した
が、他の実施形態の構成を用いても同様である。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明は、ＰＯＮシステムを用いた経済的な光サービスに用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】実施形態１に係る光通信システムの構成概略図である。
【図２】局部発振光、信号光及び妨害光の光強度と光位相を示し、（ａ）は局部発振光の
光強度であり、（ｂ）は局部発振光の光位相であり、（ｃ）は送信された信号光の光強度
であり、（ｄ）は送信された信号光の光位相であり、（ｅ）は妨害光の光強度であり、（
ｆ）は妨害光の光位相であり、（ｇ）は局部発振光と合波後の信号光の光強度であり、（
ｈ）は局部発振光と合波後の妨害光の光強度である。
【図３】データ変調手段と送信光位相変化手段が一体化された場合の光送信器の一例を示
す。
【図４】光源、データ変調手段と送信光位相変化手段が一体化された直接変調レーザであ
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【図５】データ変調に光位相変調を用いた場合の光通信システムの構成概略図である。
【図６】実施形態２に係る光通信システムの構成概略図である。
【図７】データ変調に光位相変調を用いた場合の光通信システムの構成概略図である。
【図８】実施形態３に係る光通信システムの構成概略図である。
【図９】実施形態４に係る光通信システムの構成概略図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１０　光送信器
　１１　光源
　１２　データ変調手段
　１３　送信光位相変化手段
　１３ａ　外部光位相変調器
　１３ｂ　信号源
　１４ａ　一体化された手段
　１４ｂ　直接変調レーザ
　２０　光受信器
　２１　局発光源
　２２　光合波手段
　２３　光検波手段
　２４　ＢＰＦ
　２５　光分岐手段
　２６　光遅延手段
　２７　光合波手段
　２８　バランス型光検波手段
　３１　局部発振光位相変化手段
　３１ａ、３２ａ　外部光位相変調器
　３１ｂ、３２ｂ　信号源
　３２　受信光位相変化手段
　３３　積分包絡線検波手段
　３４ａ　検波信号発生手段
　３４ｂ　同期検波手段
　３５　積分手段
　４１　送信側分散手段
　４２　逆分散手段



(18) JP 2010-68239 A 2010.3.25

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(19) JP 2010-68239 A 2010.3.25

【図７】 【図８】

【図９】



(20) JP 2010-68239 A 2010.3.25

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０４Ｂ  10/152    (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/01     (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

